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目

次

規

則

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、

及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

同

)

…

�

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

…

�

教
育
委
員
会

○
青
森
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
材
育
成
・
評
価
に
関
す
る
規
則

(
義
務
教
育
課)

…

�

○
青
森
県
立
学
校
職
員
の
人
材
育
成
・
評
価
に
関
す
る
規
則

(
同

)

…

�

○
学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

…

�

公
安
委
員
会

○
青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
に
よ
る
告
示

(

情
報
管
理
課)

…

�

規

則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

第
二
十
三
条
第
十
九
号｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
十
九
号｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢

第
四
十
一
条
第
七
号｣

を

｢

第
四
十
二
条
第
七
号｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
四
十
四
条
第
六
号｣

を

｢

第
四
十
五
条
第
六
号｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

第

四
十
四
条
第
二
号｣

を｢

第
四
十
五
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
四
十
四
条
第
三
号｣

を

｢

第
四
十
五
条
第
三
号｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

第
四
十
五
条｣

を

｢

第
四
十
六
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則

(

昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

第
七
条
第
四
項｣

を

｢

第
七
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報������	�
� 	�� 号外第21号

�
�
�
�



� �

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。

第
二
号
様
式
の
そ
の
三
中

｢
(自
動
車
税
｣

を

｢
(個
別
納
付
に
係
る
自
動
車
税
｣

に
改
め
、
同

様
式
の
そ
の
五
を
同
様
式
の
そ
の
六
と
し
、
同
様
式
の
そ
の
四
を
同
様
式
の
そ
の
五
と
し
、
同
様
式

の
そ
の
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の
４
(一
括
納
付
に
係
る
自
動
車
税
)
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
材
育
成
・
評
価
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
材
育
成
・
評
価
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号)

第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
教
育
委
員
会
が
行
う
県
費
負
担
教
職

員

(

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号)

第
一
条
及
び
第

二
条
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下

｢

職
員｣

と
い
う
。)

の
資
質
能
力
の
向
上
及
び
学
校
組

織
の
活
性
化
に
資
す
る
た
め
の
人
材
育
成
・
評
価
の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

人
材
育
成
・
評
価

目
標
管
理
を
踏
ま
え
て
、
評
価
者
評
価
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

二

目
標
管
理

職
員
が
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
及
び
取
組
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
を
い
う
。

三

評
価
者
評
価

職
員
が
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮
し
た
意
欲
、
能
力
及
び
実
績
を
評
価
す
る

こ
と
を
い
う
。

(

対
象
と
な
る
職
員)

第
三
条

人
材
育
成
・
評
価
は
、
非
常
勤
職
員

(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。)

、

臨
時
的
任
用
職
員
及
び
県
教
育
委
員
会
教
育
長

(

以
下

｢

県
教
育
長｣

と
い
う
。)

の
指
定
す
る
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者
を
除
く
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

(

目
標
管
理
の
実
施)

第
四
条

目
標
管
理
は
、
職
員
が
、
県
教
育
長
が
定
め
る
自
己
目
標
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
職
務
遂
行

上
の
重
点
目
標(

以
下｢

自
己
目
標｣

と
い
う
。)

を
設
定
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
取
り
組
み
、

達
成
状
況
及
び
取
組
状
況
を
職
員
及
び
第
七
条
に
定
め
る
評
価
者
が
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。

２

自
己
目
標
の
設
定
及
び
日
常
の
職
務
遂
行
に
当
た
り
、
職
員
に
対
し
助
言
又
は
指
導
を
行
う
た

め
、
学
校
に
助
言
指
導
者
を
置
く
も
の
と
す
る
。

３

助
言
指
導
者
は
、
第
七
条
に
定
め
る
第
一
次
評
価
者
と
す
る
。

(

評
価
者
評
価
の
種
類
及
び
実
施
時
期)

第
五
条

評
価
者
評
価
は
、
定
期
評
価
、
条
件
評
価
及
び
臨
時
評
価
と
す
る
。

２

定
期
評
価
は
、
毎
年
一
回
定
期
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

３

条
件
評
価
は
、
条
件
附
採
用
期
間
中
の
職
員
に
つ
い
て
、
県
教
育
長
が
定
め
る
時
期
に
実
施
す

る
も
の
と
す
る
。

４

臨
時
評
価
は
、
県
教
育
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
随
時
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

(

評
価
期
間)

第
六
条

評
価
者
評
価
の
対
象
と
な
る
期
間

(

以
下

｢

評
価
期
間｣
と
い
う
。)

は
、
県
教
育
長
が

定
め
る
。

(

評
価
者)

第
七
条

評
価
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
評
価
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
及
び

下
欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

(

評
価
者
評
価
の
実
施
及
び
報
告)

第
八
条

評
価
者
は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
評
価
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
、

県
教
育
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
評
価
者
評
価
の
結
果
を
県
教
育
長
が
定
め
る
評
価
結
果
報
告
書
に
よ

り
、
県
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

(

評
価
者
評
価
の
結
果
の
取
扱
い)

第
九
条

評
価
者
評
価
に
関
わ
る
者
は
、
評
価
者
評
価
に
関
す
る
文
書
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
特
に
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

評
価
者
評
価
の
結
果
は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
員
本
人
に
開
示
す
る
も
の
と

す
る
。

(

異
論
の
申
出)

第
十
条

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
を
受
け
た
職
員
は
、
評
価
者
評
価
の
結
果

(

評
価
者
が

複
数
で
あ
る
場
合
は
、
第
二
次
評
価
者
に
よ
る
評
価
の
結
果
に
限
る
。)

に
異
論
が
あ
る
と
き
は
、

市
町
村
教
育
長
に
対
し
、
異
論
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

評
価
シ
ー
ト
の
効
力)

第
十
一
条

評
価
シ
ー
ト
は
、
評
価
期
間
中
の
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と
す
る
。

２

評
価
シ
ー
ト

(

条
件
評
価
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
新
た
に
評
価
シ
ー
ト
が
作
成
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
当
該
評
価
期
間
に
引
き
続
く
期
間
に
お
け
る
そ
の
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
は
二
年
間
を
限
り
と
す
る
。

(

保
管
の
期
間)

第
十
二
条

自
己
目
標
シ
ー
ト
、
評
価
シ
ー
ト
及
び
評
価
結
果
報
告
書
の
保
管
期
間
は
、
二
年
間
と

す
る
。

(

委
任)

第
十
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
材
育
成
・
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
県
費
負
担
教
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
五
月
青
森
県

教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

は
、
廃
止
す
る
。

青
森
県
立
学
校
職
員
の
人
材
育
成
・
評
価
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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評

価

対

象

者

第
一
次
評
価
者

第
二
次
評
価
者

校
長

市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長

(

以
下

｢

市
町

村
教
育
長｣

と
い
う
。)

又
は
市
町
村
教
育

長
が
指
定
し
た
者

教
頭

校
長

市
町
村
教
育
長
又
は

市
町
村
教
育
長
が
指

定
し
た
者

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
事
務
職
員
、

助
教
諭
、
講
師
、
養
護
助
教
諭
、
学
校
栄
養

職
員

教
頭

校
長
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平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
立
学
校
職
員
の
人
材
育
成
・
評
価
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
四
十
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
教
育
委
員
会
が
行
う
県
立
学
校
に
勤
務
す
る
職
員

(

以
下

｢

職
員｣

と
い
う
。)

の
資
質
能
力
の
向
上
及
び
学
校
組
織
の
活
性
化
に
資
す
る
た
め
の
人
材
育
成
・
評
価

の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

人
材
育
成
・
評
価

目
標
管
理
を
踏
ま
え
て
、
評
価
者
評
価
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

二

目
標
管
理

職
員
が
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
及
び
取
組
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
を
い
う
。

三

評
価
者
評
価

職
員
が
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮
し
た
意
欲
、
能
力
及
び
実
績
を
評
価
す
る

こ
と
を
い
う
。

(

対
象
と
な
る
職
員)

第
三
条

人
材
育
成
・
評
価
は
、
非
常
勤
職
員

(

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。)

、
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
県
教
育
委
員
会
教

育
長

(

以
下

｢

県
教
育
長｣

と
い
う
。)

の
指
定
す
る
者
を
除
く
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。

(

目
標
管
理
の
実
施)

第
四
条

目
標
管
理
は
、
職
員
が
、
県
教
育
長
が
定
め
る
自
己
目
標
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
職
務
遂
行

上
の
重
点
目
標(

以
下｢

自
己
目
標｣

と
い
う
。)

を
設
定
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
取
り
組
み
、

達
成
状
況
及
び
取
組
状
況
を
職
員
及
び
第
七
条
に
定
め
る
評
価
者
が
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。

２

自
己
目
標
の
設
定
及
び
日
常
の
職
務
遂
行
に
当
た
り
、
職
員
に
対
し
助
言
又
は
指
導
を
行
う
た

め
、
学
校
に
助
言
指
導
者
を
置
く
も
の
と
す
る
。

３

助
言
指
導
者
は
、
第
七
条
に
定
め
る
第
一
次
評
価
者
と
す
る
。

(

評
価
者
評
価
の
種
類
及
び
実
施
時
期)

第
五
条

評
価
者
評
価
は
、
定
期
評
価
、
条
件
評
価
及
び
臨
時
評
価
と
す
る
。

２

定
期
評
価
は
、
毎
年
一
回
定
期
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

３

条
件
評
価
は
、
条
件
附
採
用
期
間
中
の
職
員
に
つ
い
て
、
県
教
育
長
が
定
め
る
時
期
に
実
施
す

る
も
の
と
す
る
。

４

臨
時
評
価
は
、
県
教
育
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
随
時
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

(

評
価
期
間)

第
六
条

評
価
者
評
価
の
対
象
と
な
る
期
間

(

以
下

｢

評
価
期
間｣

と
い
う
。)

は
、
県
教
育
長
が

定
め
る
。

(

評
価
者)

第
七
条

評
価
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
評
価
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
及
び

下
欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

(

評
価
者
評
価
の
実
施
及
び
報
告)

第
八
条

評
価
者
は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
評
価
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
、

県
教
育
長
が
定
め
る
評
価
結
果
報
告
書
に
よ
り
、
県
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

(
評
価
者
評
価
の
結
果
の
取
扱
い)

第
九
条

評
価
者
評
価
に
関
わ
る
者
は
、
評
価
者
評
価
に
関
す
る
文
書
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
特
に
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

評
価
者
評
価
の
結
果
は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
員
本
人
に
開
示
す
る
も
の
と

す
る
。

青 森 県 報������	�
� 	�� 号外第21号

評

価

対

象

者

第
一
次
評
価
者

第
二
次
評
価
者

校
長

県
教
育
長
又
は
県
教
育
長
が
指
定
し
た
者

教
頭
、
事
務
長

校
長

県
教
育
長
又
は
県
教

育
長
が
指
定
し
た
者

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、

講
師
、
養
護
助
教
諭
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎

指
導
員
、
技
術
職
員
、
技
能
職
員(

農
事)

、

甲
板
員
、
機
関
員

教
頭

校
長

事
務
職
員
、
学
校
栄
養
職
員
、
技
能
職
員

(

農
事
以
外)

事
務
長

校
長

� �
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(

異
論
の
申
出)

第
十
条

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
を
受
け
た
職
員
は
、
評
価
者
評
価
の
結
果

(

評
価
者
が

複
数
で
あ
る
場
合
は
、
第
二
次
評
価
者
に
よ
る
評
価
の
結
果
に
限
る
。)

に
異
論
が
あ
る
と
き
は
、

県
教
育
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
県
教
育
長
に
対
し
、
異
論
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

評
価
シ
ー
ト
の
効
力)

第
十
一
条

評
価
シ
ー
ト
は
、
評
価
期
間
中
の
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と
す
る
。

２

評
価
シ
ー
ト

(
条
件
評
価
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
新
た
に
評
価
シ
ー
ト
が
作
成
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
当
該
評
価
期
間
に
引
き
続
く
期
間
に
お
け
る
そ
の
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
は
二
年
間
を
限
り
と
す
る
。

(

保
管
の
期
間)

第
十
二
条

自
己
目
標
シ
ー
ト
、
評
価
シ
ー
ト
及
び
評
価
結
果
報
告
書
の
保
管
期
間
は
、
二
年
間
と

す
る
。

(

委
任)

第
十
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
材
育
成
・
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
五
月
青
森
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号)

は
、
廃
止
す
る
。

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

育
児
休
業
計
画
書

(

第
一
号
様
式
の
二｣

を

｢

育
児
休
業
等
計
画
書

(

第
二

号
様
式｣

に
、
同
条
第
三
項
中

｢

育
児
休
業
計
画
書｣

を

｢

育
児
休
業
等
計
画
書｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

第
二
号
様
式｣

を

｢

第
三
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
七
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
六
条
中

｢

部
分
休
業｣｣

の
下
に

｢

と
、
同
項
第
四
号
中

｢

養
育｣

と
あ
る
の
は

｢

当
該
部
分

休
業
を
す
る
こ
と
に
よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間
に
養
育｣

｣

を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

第
三
号
様
式｣

を

｢

第
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
四

条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
手
続)

第
五
条

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
は
、
育
児
短
時
間
勤

務
承
認
請
求
書

(

第
四
号
様
式)

に
よ
り
、
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前

ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、｢

育
児
休
業
承
認
請
求
書｣

と
あ
る
の
は

｢

育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書｣

と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続)

第
六
条

前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長

の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出)

第
七
条

第
四
条
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

四
条
第
一
項
中｢

育
児
休
業｣

と
あ
る
の
は｢

育
児
短
時
間
勤
務｣

と
、
同
項
第
四
号
中｢

養
育｣

と
あ
る
の
は

｢

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
に
よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間
に
養
育｣

と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中

｢を
請
求
｣

を

｢
(育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
)
を
請
求
｣

に
、

｢

を

｣
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□
再
度
の
育
児
休
業

□
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長

(再
度
の
育
児
休
業
又
は
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記

入
)

□
育
児
休
業

□
育
児
休
業
期
間
の
延
長
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｢

に
改
め
、
同

｣

様
式
の
注�
の
１
中｢請

求
に
｣

を｢請
求
(育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
を
除
く
｡
)
に
｣

に
、

｢請
求
者
の
｣

を

｢請
求
者
と
の
｣

に
、

｢な
ど
の
い
ず
れ
か
｣

を

｢等
｣

に
改
め
、
同
注�
の

３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
｢６

備
考
｣
欄
に
は
､
請
求
に
係
る
子
以
外
に
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
場
合

に
お
い
て
は
そ
の
氏
名
､
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
に
つ
い
て
､
請
求
に
係
る
子
が

養
子
の
場
合
に
お
い
て
は
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
に
つ
い
て
､
請
求
に
係
る
子
以
外

の
子
に
つ
い
て
現
に
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨
並
び
に
当

該
承
認
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
｡

第
三
号
様
式
中

｢第
５
条
関
係
｣

を

｢第
８
条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注�
の
１
中

｢請
求
者

の
｣

を

｢請
求
者
と
の
｣

に
改
め
、
同
注�
の
２
中

｢備
考
｣

を

｢
｢４

備
考
｣
｣

に
改
め
、
同
様

式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

｢育
児
休
業

｢育
児
休
業

第
二
号
様
式
中

を

育
児
短
時
間
勤
務

に
、｢休

業
に
｣

を｢育
児
休
業
等
に
｣

部
分
休
業
｣

部
分
休
業
｣

に
、

｢□
負
傷
・
疾
病
｣

を

｢□
負
傷
・
疾
病

□
託
児
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｣

に
、

｢離
縁
｣

を

｢の
養
子
縁
組
を
解
消
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次

の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
４
号
様
式
(第
５
条
関
係
)

育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書

(注
)
１
こ
の
請
求
書
に
は
､
請
求
(育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
を
除
く
｡
)
に

係
る
子
の
氏
名
､
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類
(医
師
又
は
助
産
師
が

発
行
す
る
出
生
(産
)
証
明
書
､
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
､
官
公
署
が
発
行
す

る
出
生
届
受
理
証
明
書
等
)
を
添
付
す
る
こ
と
(写
し
で
も
可
)
｡

２
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
､
｢４

請
求
期
間
｣
欄
は
出
産
予
定
日
以
後
の
期
間
と

し
､
｢１

請
求
に
係
る
子
｣
欄
の
記
入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
､
出
生
後
､
速
や
か
に
行

う
こ
と
｡

３
｢勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
｣
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
日
に
勤
務
を
希
望
す
る
場
合
等
当
該

欄
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
､
｢７

備
考
｣
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
｡

４
｢７

備
考
｣
欄
に
は
､
請
求
に
係
る
子
以
外
に
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
場
合
に

お
い
て
は
そ
の
氏
名
､
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
に
つ
い
て
､
請
求
に
係
る
子
が
養
子

の
場
合
に
お
い
て
は
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
に
つ
い
て
､
請
求
に
係
る
子
以
外
の
子
に

つ
い
て
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨
並
び
に
当
該

承
認
に
係
る
子
の
氏
名
及
び
当
該
承
認
の
請
求
に
係
る
期
間
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
｡

５
該
当
す
る
□
に
は
�
印
を
記
入
す
る
こ
と
｡

６
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

青 森 県 報������	�
� 	�� 号外第21号� �

□
再
度
の
育
児
休
業
の
承
認

□
再
度
の
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長

(再
度
の
育
児
休
業
又
は
再
度
の
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
が
必
要
な
事
情
を

記
入
)

□
育
児
休
業
の
承
認

□
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長

年
月

日
青
森
県
教
育
委
員
会

殿
所
属
名

職
氏
名

下
記
の
と
お
り
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
(育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
)
を
請
求
し
ま
す
｡

１
請
求
に
係
る
子

２
請
求
者
以
外
の
子
の
親

氏
名

氏
名

続
柄

子
と
の
同
・
別
居
□
同
居

□
別
居

生
年
月
日

年
月

日
生
就
業
の
有
無
□
有

□
無

３
請
求
の
内
容

□
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

□
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長

□
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

(再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
が
必
要
な
事
情
を
記
入
)

４
請
求
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

５
勤
務
の
形
態

週
時
間
勤
務
□
第
１
号
□
第
２
号
□
第
３
号

(法
第
10条
第
１
項

の
勤
務
の
形
態
)

□
第
４
号
□
第
５
号

勤
務
の
日

及
び

時
間
帯

月
(

：
～

：
)
火
(

：
～

：
)

水
(

：
～

：
)
木
(

：
～

：
)

金
(

：
～

：
)

６
既
に
育
児
短

時
間
勤
務
を
し

た
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

７
備

考



� �

第
一
号
様
式
の
二
中

｢育
児
休
業
計
画
書
｣

を

｢育
児
休
業
等
計
画

書
｣

に
、

｢再
度
の
育
児
休
業
の
｣

を

｢再
度
の
育
児
休
業
(育
児
短
時
間
勤
務
)
の
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
注�
の
１
中｢請

求
者
の
育
児
休
業
請
求
期
間
｣

を｢
｢請
求
期
間
｣
欄
｣

に
改
め
、

｢育
児
休
業
承
認
請
求
書
｣

の
次
に

｢又
は
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
｣

を
加
え
、
同
注�
の
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
｢子
を
養
育
す
る
た
め
の
方
法
｣
欄
に
は
､
請
求
者
の
育
児
休
業
又
は
育
児
短
時
間
勤
務

に
お
け
る
請
求
期
間
の
満
了
日
の
翌
日
か
ら
再
度
の
請
求
予
定
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
の

期
間
に
お
け
る
子
を
養
育
す
る
た
め
の
方
法
を
記
入
す
る
こ
と
｡

第
一
号
様
式
の
二
の
注�
の
３
中

｢１
｣

を

｢２
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
九
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報

組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
の
根
拠
と
な
る
法
令
等
の
名
称
及
び
条
項
並
び

に
当
該
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
開
始
す
る
日
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

八

右

衛

門

根
拠
と
な
る
法
令
等
の
名
称
及
び
条
項
並
び
に
使
用
を
開
始
す
る
日

青 森 県 報平成20年３月24日 月曜日 号外第21号 �� �

４ ３ ２ １

備
考

子
を
養
育
す
る
た
め
に
利
用
す
る

制
度
等

養
育

予
定

期
間

配
偶

者
の

氏
名

配
偶
者
の
養
育
計
画

再
度
の
育
児
休
業
請
求
予
定
期
間

育
児
休
業
請
求
期
間

請
求
者
の
育
児
休
業
計
画

氏
名

請
求

に
係

る
子

□
育
児
休
業
□
育
児
休
業
以
外
の
休
業
・
休
暇

□
そ
の
他
(

)

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

生
年
月
日

年
月
日
生

３ ２ １

再
度
の
請
求
予
定
期
間

請
求

期
間

請
求
者
の
計
画

氏
名

請
求
に
係
る
子

請
求

の
別

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

□
育
児
休
業

□
育
児
短
時
間
勤
務

生
年
月
日

年
月

日
生

５ ４

備
考

子
を
養
育
す
る
た
め
の
方
法

配
偶
者
の
氏
名

配
偶
者
の
養
育
計
画

□
育
児
休
業

□
育
児
短
時
間
勤
務

□
育
児
休
業
以
外
の
休
業
・
休
暇
□
そ
の
他
(

)
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法

令

等

の

名

称

条

項

使
用
を
開
始
す
る
日

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

道
路
交
通
法
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
十
二

月
総
理
府
令
第
六
十
号)

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森

県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第
七
十
四
条
の

三
第
五
項

第
九
条
の
十
二
、

第
九
条
の
十
三

第
十
七
条

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
九
十
九
条
の

六
第
一
項

平
成
二
十
年
四
月
一
日

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


